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いいえ 

いいえ 

【協力金早期給付対象判定フローチャート】 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

いいえ 

早期給付の申請が 
可能です 早期給付の対象外です 

はい 

※１ 対象となる施設については、４ページの「対象施設（店舗）一覧表」で確認してください。 

※２ 大阪市内の店舗においては第３期協力金、大阪市を除く大阪府内の店舗は第２期協力金を受給しており、

かつ、いずれの場合も第７期協力金（６月 21 日から８月 31 日までの全ての期間）を受給又は申請して

いる必要があります。 

※３ 売上高減少額方式で申請される場合は、早期給付の対象になりません。９月 24日に開始する一般受付で

申請してください。 

①対象施設 

大阪府内に営業時間短縮又は休業要請の対象施設（店舗）をお持ちですか？※１ 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

⑥申請方法の確認 

売上高方式で申請しますか？※３ 

⑦過去の違反 

これまでに要請に応じなかった事実はないですか。 

③必要な営業許可証 

要請する全ての期間（令和３年９月１日から９月 30日まで）に有効な飲食店営業許可証又は喫茶

店営業許可証をお持ちですか？ 

④協力の継続 

以前より大阪府の要請に継続して応じており、過去に協力金の受給実績がありますか？※２ 

はい 

はい 

⑤企業規模の確認 

中小企業等ですか？ 

②要請内容の遵守 

令和３年９月１日から９月 30日までの全ての期間において大阪府の要請に協力いただけますか？ 

 

はい 


